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告　　　　　　　示

○●金沢市告示第14号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項の規定により、地縁による団体の告示された事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により、次のとおり告示します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

区　分

竹又町町会

二 俣 町 会

下 堤 町 会

変更事項

代表者の氏名

及び住所

代表者の氏名

及び住所

代表者の氏名

及び住所

変　更　前

高田　鍵隆

金沢市竹又町イ246番地

谷内　　洋

金沢市二俣町き３番地

小西　　邦

金沢市下堤町39番地

変更年月日

平成19年１月１日

平成19年１月１日

平成19年１月７日

変　更　後

北本　　進

金沢市竹又町イ152番甲地

亀井　孝二

金沢市二俣町い16番地

相川　正壽

金沢市武蔵町14番34号



－2－

平成19年（2007年）２月１日　第2542 号 金　沢　市　公　報

○●金沢市告示第15号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、医療扶助のための医療を担当させる機関を指定した

ので、同法第55条の２の規定により、次のとおり告示します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

鈴見町町会
代表者の氏名

及び住所

鈴坂　忠和

金沢市鈴見町ニ49番地１
平成19年１月７日

鈴見　光一

金沢市鈴見町ニ44番地３

名　　　称

橋場町あおぞら薬局

おおもりクリニック

シメノドラッグ　安原薬局

皮フ科西尾クリニック

医療法人社団　細川整形外科医院

長山耳鼻咽喉科医院

溝口歯科医院

リハビリ訪問看護ステーション

スター矯正歯科・歯科

中村医院

医療法人社団　桂美会　ラパーク歯科

所　在　地

金沢市橋場町３丁目15番地

金沢市鞍月４丁目144番地

金沢市上安原町137街区16番地

金沢市木越町チ80番地５

金沢市笠舞本町１丁目６番23号

金沢市松村１丁目７番地　ブラザーハイツ１階

金沢市片町１丁目４番18号

金沢市泉野出町２丁目６番８号

金沢市有松２丁目16番１号

金沢市黒田１丁目188番地

金沢市西泉４丁目11番地　長崎屋ラパーク金沢店２階

指定年月日

平成18年１月３日

平成18年10月24日

平成18年10月25日

平成18年11月１日

平成18年11月１日

平成18年11月１日

平成18年11月１日

平成18年11月１日

平成18年11月７日

平成18年11月８日

平成18年12月１日

○●金沢市告示第16号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から医療機関を廃止する旨の届出

があったので、同法第55条の２の規定により、次のとおり告示します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

名　　　称

細川整形外科医院

皮フ科西尾クリニック

長山耳鼻咽喉科医院

溝口歯科医院

新薬局

ラパーク歯科

所　在　地

金沢市笠舞本町１丁目６番23号

金沢市木越町チ80番地５

金沢市松村１丁目７番地　ブラザーハイツ１階

金沢市片町１丁目４番18号

金沢市泉本町３丁目116番地

金沢市西泉４丁目11番地　長崎屋ラパーク金沢店２階

廃止年月日

平成18年10月31日

平成18年10月31日

平成18年10月31日

平成18年10月31日

平成18年11月27日

平成18年11月30日

○●金沢市告示第17号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、介護扶助のための居宅介護および介護予

防を担当させる機関を指定したので、同法第55条の２の規定により、次のとおり告示します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

名　　　称

金沢医療生活協同組合

理事長　越中　逸平

所　在　地

金沢市天神町１丁目18

番37号

名　　　称

デイサービス

オレンジの家

指定年月日

平成19年１月４日

所　在　地

金沢市天神町１丁目18

番37号

事　　業　　者 事　　業　　所
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○●金沢市告示第18号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条の規定により、医療扶助のための施術

を担当させる者を指定したので、同法第55条の２の規定により、次のとおり告示します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

名　　　称

金谷接骨院

英房鍼灸院

みき鍼灸マッサージ

指定年月日

平成18年11月１日

平成18年11月１日

平成18年12月１日

所　在　地

金沢市粟崎町ト134番地16

金沢市笠舞３丁目１番２号

金沢市黒田２丁目191番地

施　　術　　者

金谷　由久

吉田　房子

前田　和清

施　　術　　所

介護保険

事業所番号
主たる事務

所の所在地

平成19年１月４日

事業所

指定年月日

1790100026

所在地

申請者

名称 名称
代表者

氏名 住所

サービスの

種類

認知症対応型通

所介護、介護予

防認知症対応型

通所介護

金沢医療

生活協同

組合　デ

イサービ

ス　オレ

ンジの家

金沢市

天神町

１丁目

18番37

号

金沢医療

生活協同

組合

金沢市天神

町１丁目18

番37号

越中

逸平

金沢市鞁

筒町ニ４

番地７

条件

等

○●金沢市告示第19号

介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項及び第54条の２第１項の規定により、事業者として次の

とおり指定したので、同法第78条の10及び第115条の18の規定により告示します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

予防接種法（昭和23年法律第68号）第３条第１項の規定による予防接種を行うので、予防接種法施行令（昭和23

年政令第197号）第４条第１項及び第５条の規定により、次のとおり公告します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

１　予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所

公　　　　　　　告

予防接種の種類

ジフテリア２期

（ジフテリア及び破傷風）

予防接種の対象者の範囲

11歳以上13歳未満の者

予防接種を行う期間

平成19年２月１日から

平成19年３月31日まで

予防接種を行う場所

別表のとおり

２　予防接種を受けることが適当でない者

a 明らかな発熱を呈している者

s 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

d 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

f （１）から（３）までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
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予防接種を行う

医師の氏名

橋本　浩之

医療機関名

金沢赤十字病院

実施する予防接種の種類

ジフテリア２期

所　在　地

金沢市三馬２丁目251番地

予防接種を行う主たる場所

別表

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年条例第36号）第６条第２項において準用する同条例第

４条第１項の規定により、次の者の浄化槽保守点検業者登録簿を変更登録したので公告します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

登録番号

２

名　　　称

アムズ株式会社

住　　　所

金沢市西泉３丁目92番地

変更登録年月日

平成19年１月11日

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第10条第１項の規定により、次の土地区画整理事業の事業計画の変更を

認可したので、同条第３項において準用する同法第９条第３項の規定により、次のとおり公告します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

施行者の

名称
事業施行期間

金沢市

平成15年１月

21日から

平成22年３月

31日まで

（１）施行地区

金沢市蚊爪町は、北間町ト、

須崎町イ、ロ及び湊２丁目の

各一部

（２）工区

（第１工区）

金沢市蚊爪町は、北間町ト、

須崎町ロ及び湊２丁目の各一

部

（第２工区）

金沢市蚊爪町は、北間町ト、

須崎町イ、ロ及び湊２丁目の

各一部

金沢市広坂

１丁目１番１号

平成19年

１月25日

施行地区

金沢市蚊爪周辺

地区工業団地土

地区画整理事業

土地区画整理

事業の名称
事務所の所在地

変更認可

の年月日

平成15年

11月15日

施行認可

の年月日

次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により検査済証を

交付したので、同条第３項の規定により公告します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保
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開発区域又は工区に含まれる地域の名称

金沢市直江北１丁目188番１から188番７まで

金沢市堅田町丙19番７

金沢市野田町ム94番１及び野田山２番２

開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市神田２丁目12番16号

株式会社　エム・ティ・エステート

代表取締役　松井　利文

金沢市泉が丘２丁目12番46号

株式会社　金沢ホームビルド

代表取締役　渡邊　隆三

金沢市小立野１丁目15番10号

瑞兆北陸株式会社

代表取締役　小川　維知朗

金沢市松寺町未59番地１

金沢市農業協同組合

代表理事組合長　岡本　静夫

１

２

開発区域又は工区に含まれる地域の名称

金沢市末町拾六字39番１から39番４まで

公共施設の種類、位置及び区域

道路　金沢市末町拾六字39番４

開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市三口新町１丁目４番３号

のむら美建株式会社

代表取締役　野村　清一

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、金沢市農用地利用集積計画を定め

たので、同法第19条の規定により公告します。

なお、当該金沢市農用地利用集積計画を金沢市農業委員会事務局に備え置いて縦覧に供します。

平成19年２月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

選挙管理委員会告示

○●金沢市選挙管理委員会告示第２号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項及び第２項の規定により、平成18年11月19日執行の金沢市長

選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を次のとおり公表します。

平成19年２月１日

金沢市選挙管理委員会

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類

平成18年11月19日執行　金沢市長選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

18,600,000円

３　報告書の要旨（候補者氏名50音順）
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収　　　　　入

主たる寄附

（氏名・団体名） （職業） （寄附額）

－円

その他の寄附　－件 －円

その他の収入 10,000円

総　　　計 10,000円

支　　　　　出

人　件　費 －円

家　屋　費 －円

選挙事務所費 －円

集合会場費 －円

通　信　費 －円

交　通　費 －円

印　刷　費 －円

広　告　費 －円

文　具　費 －円

食　糧　費 －円

休　泊　費 －円

雑　　　費 7,310円

総　　　計 7,310円

報告書受理年月日 平成18年11月21日 第１回報告分

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

10月18日から

12月３日まで

収　　　　　入

主たる寄附

（氏名・団体名） （職業） （寄附額）

市民本位の金沢市政をつくる会 800,000円

その他の寄附　－件 －円

その他の収入 －円

総　　　計 800,000円

所属党派平　田　俊　一

山　中　尚　史
期間 第１回分

無所属

支　　　　　出

人　件　費 －円

家　屋　費 281,350円

選挙事務所費 266,350円

集合会場費 15,000円

通　信　費 71,182円

交　通　費 －円

印　刷　費 －円

広　告　費 358,295円

文　具　費 －円

食　糧　費 22,150円

休　泊　費 －円

雑　　　費 27,169円

総　　　計 760,146円

報告書受理年月日 平成18年12月４日 第１回報告分

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

10月23日から

11月２日まで

所属党派中　川　隆　幸

中　川　隆　幸
期間 第１回分

無所属
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候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

12月４日から

12月20日まで

収　　　　　入

主たる寄附

（氏名・団体名） （職業） （寄附額）

市民本位の金沢市政をつくる会 210,000円

その他の寄附　－件 －円

その他の収入 －円

今　回　計 210,000円

前　回　計 800,000円

総　　　計 1,010,000円

所属党派平　田　俊　一

山　中　尚　史
期間 第２回分

無所属

支　　　　　出

人　件　費 －円

家　屋　費 －円

選挙事務所費 －円

集合会場費 －円

通　信　費 －円

交　通　費 －円

印　刷　費 601,650円

広　告　費 －円

文　具　費 －円

食　糧　費 －円

休　泊　費 －円

雑　　　費 11,270円

今　回　計 612,920円

前　回　計 760,146円

総　　　計 1,373,066円

報告書受理年月日 平成18年12月22日 第２回報告分

候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

10月10日から

11月27日まで

収　　　　　入

主たる寄附

（氏名・団体名） （職業） （寄附額）

世界都市をつくる会 1,000,000円

その他の寄附　－件 －円

その他の収入 8,000,000円

総　　　計 9,000,000円

所属党派山　出　　　保

高　屋　　　弘
期間 第１回分

無所属

支　　　　　出

人　件　費 392,000円

家　屋　費 3,082,547円

選挙事務所費 3,078,547円

集合会場費 4,000円

通　信　費 78,658円

交　通　費 －円

印　刷　費 1,521,100円

広　告　費 1,315,230円

文　具　費 206,400円

食　糧　費 232,110円

休　泊　費 －円

雑　　　費 1,165,402円

総　　　計 7,993,447円

報告書受理年月日 平成18年11月29日 第１回報告分
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候 補 者 氏 名

出納責任者氏名

12月13日から

12月14日まで

収　　　　　入

主たる寄附

（氏名・団体名） （職業） （寄附額）

－円

その他の寄附　－件 －円

その他の収入 －円

今　回　計 0円

前　回　計 9,000,000円

総　　　計 9,000,000円

所属党派山出　　　保

高屋　　　弘
期間 第２回分

無所属

支　　　　　出

人　件　費 －円

家　屋　費 －円

選挙事務所費 －円

集合会場費 －円

通　信　費 46,721円

交　通　費 255,570円

印　刷　費 －円

広　告　費 －円

文　具　費 －円

食　糧　費 －円

休　泊　費 －円

雑　　　費 76,850

今　回　計 379,141円

前　回　計 7,993,447円

総　　　計 8,372,588円

報告書受理年月日 平成18年12月19日 第２回報告分

○●金沢市選挙管理委員会告示第３号

昭和39年選挙管理委員会告示第18号（金沢市選挙投票区）の一部を次のように改正します。

平成19年２月１日提出

金沢市選挙管理委員会

表第57投票区の項中「中屋町（東298番地から601番地まで、西612番地から781番地まで、西826番地から837番地

までを除く。）」を「中屋町（西826番地から837番地までを除く。）」に改め、同表第63投票区の項中「中屋町（東298

番地から601番地まで、西612番地から781番地まで、西826番地から837番地までに限る。）」を「中屋町（西826番地

から837番地に限る。）、中屋南」に改める。

○●金沢市公営企業告示第１号

公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和33年法律第79号）第９条の

規定により、次のとおり告示します。

なお、関係図面は、金沢市企業局建設部建設課において、一般の縦覧に供します。

平成19年２月１日

金沢市公営企業管理者　　山　　　本　　　文　　　男

１　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日

平成19年２月１日

２　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域

a 田上第５土地区画整理事業地の一部

s 末町及び大桑第３土地区画整理事業地の各一部

d 示野町、普正寺町、北間町、松村第２土地区画整理事業地、戸板第２土地区画整理事業地及び無量寺第２土

地区画整理事業地の各一部

３　供用を開始する排水施設の位置

縦覧に供する関係図面において表示する。

公 営 企 業 告 示
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４　当該公共下水道の終末処理場の位置及び名称

a ２の（１）の区域に係る当該公共下水道の終末処理場の位置及び名称

位置　金沢市浅野本町ホ131番地

名称　城北水質管理センター

s ２の（２）の区域に係る当該公共下水道の終末処理場の位置及び名称

位置　金沢市東力町ハ272番地

名称　西部水質管理センター

d ２の（３）の区域に係る当該公共下水道の終末処理場の位置及び名称

位置　金沢市湊３丁目５番地８

名称　臨海水質管理センター

５　供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別分流式

公 営 企 業 公 告

金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程（平成13年公営企業管理規程第３号）第５条第１項の規定

により、平成19年２月１日に次の者を下水道排水設備工事業者として指定したので、同規程第11条の規定により公

告します。

平成19年２月１日

金沢市公営企業管理者　　山　　　本　　　文　　　男

指定番号

501

商号又は法人名

エス設備

所　　在　　地

金沢市玉鉾町イ27番地８

金沢市水道給水条例（昭和29年条例第28号）第７条の２の規定により、平成19年２月１日に次の者を指定給水装

置工事事業者として指定したので、金沢市指定給水装置工事事業者規程（平成９年公営企業管理規程第12号）第９

条の規定により公告します。

平成19年２月１日

金沢市公営企業管理者　　山　　　本　　　文　　　男

指定番号

484

485

商号又は法人名

エス設備

ALL Company株式会社

所　　在　　地

金沢市玉鉾町イ27番地８

金沢市中央通町17番１号

金沢市指定給水装置工事事業者規程（平成９年公営企業管理規程第12号）第６条の規定により、次の指定給水装

置工事事業者から、平成19年１月25日に給水工事の事業を廃止した旨の届出があったので、同規程第９条の規定に

より公告します。

平成19年２月１日

金沢市公営企業管理者　　山　　　本　　　文　　　男

指定番号

311

商号又は法人名

株式会社　センダ住設

所　　在　　地

金沢市千木町ホ85番地１
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